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�愛媛県告示第４２２号
愛媛県県立自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）第９条第

１項の規定に基づき、奥道後玉川県立自然公園に関する公園事業の

一部を決定したので、同条第２項の規定に基づき、その概要を次の

とおり公示する。

この公園事業の位置を表示した図面は、愛媛県庁及び今治市役所

に備え付けて供覧する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２３号
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第

２条第７号の規定により、指定地方公共機関を次のとおり指定した。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 公立学校共済組合（公立学校共済組合四国中央病院及び公立

学校共済組合三島医療センター）

� 社会医療法人石川記念会（社会医療法人石川記念会ＨＩＴＯ

病院）

� 一般財団法人積善会（一般財団法人積善会十全総合病院）

� 医療法人住友別子病院（住友別子病院）

� 社会医療法人同心会（西条中央病院）

� 社会福祉法人恩賜財団済生会（社会福祉法人恩賜財団済生会

愛媛県済生会西条病院、社会福祉法人恩賜財団済生会愛媛県済

生会今治病院及び社会福祉法人恩賜財団済生会愛媛県済生会松

山病院）

� 一般社団法人今治市医師会（今治市医師会市民病院）

�愛媛県告示第４２１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

広報紙の印刷及び新聞折り込み業務
一式

愛媛県企画振興部
管理局広報広聴課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２６年３月２６日
株式会社愛媛新聞社
愛媛県松山市大手町一
丁目１２番地１

７．０２円
（一部当たり） 一般競争入札 平成２６年２月１２日

公園事業の名称
及び種類 事 業 地

鈍川道路（歩道） 起点 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）
終点 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）

鈍川園地 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）

鈍川宿舎 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）

鈍川休憩所 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）

鈍川駐車場 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）

鈍川公衆浴場 今治市玉川町鈍川（鈍川集団施設地区）

毎週（火・金）曜日発行 第２５５９号 平成２６年４月４日
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愛 媛 県 報

２８９



� 医療法人順天会（医療法人順天会放射線第一病院）

� 一般財団法人永頼会（松山市民病院）

� 国立大学法人愛媛大学（愛媛大学医学部附属病院）

� 一般社団法人喜多医師会（喜多医師会病院）

� 医療法人北斗会（大洲中央病院）

� 一般社団法人愛媛県医師会

� 一般社団法人愛媛県歯科医師会

� 一般社団法人愛媛県薬剤師会

	 公益社団法人愛媛県看護協会


 株式会社アスティス

� 株式会社よんやく

� 株式会社幸燿

 四国アルフレッサ株式会社

� 一般社団法人愛媛県ＬＰガス協会

� 四国瓦斯株式会社

� 伊予鉄道株式会社

� 一般社団法人愛媛県バス協会

� 一般社団法人愛媛県トラック協会

� 石崎汽船株式会社

�������
�愛媛県告示第４２４号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４２５号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第４条の規定により、農地中間管理機構を次のように指定した。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

公益財団法人えひめ農林漁業担い手育成公社

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

２ 農地中間管理事業を行う事務所の所在地

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

３ 農地中間管理事業の開始の日

平成２６年４月１日

４ 指定をした日

平成２６年３月３１日

�������
�愛媛県告示第４２６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年４月４日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年３月２６日

３ 指定道路の位置

四国中央市上分町字乗安４５１番３

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２９．２６メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第４２７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２６年４月４日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２６年３月１８日

３ 指定道路の位置

東温市横河原字桟敷２７８番２

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ５３．９８メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第４２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

伊方町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２６年４月４日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

就 任

退 任

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 東宇和東部地区 平成２４年３月１９日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 明 西宇和郡伊方町大浜３８０番地

〃 堀 口 廣 政 西宇和郡伊方町中之浜４１０番地１

〃 松 下 正 照 西宇和郡伊方町仁田之浜１２４番地

〃 政 木 吉 久 西宇和郡伊方町湊浦１１０６番地１

〃 吉 本 高 治 西宇和郡伊方町小中浦甲１７６番地

〃 高 月 嘉 彦 西宇和郡伊方町川永田甲８３６番地

〃 竹 内 一 則 西宇和郡伊方町豊之浦４７７番地２

〃 兵 頭 大 市 西宇和郡伊方町伊方越１１６７番地

〃 城 岡 敏 彦 西宇和郡伊方町九町４番耕地７６７番地

〃 山 口 勇一郎 西宇和郡伊方町九町１番耕地１７４７番地
３

〃 山 本 睦 夫 西宇和郡伊方町二見甲８３９番地１

〃 松 本 安 幸 西宇和郡伊方町二見甲１９８２番地

〃 菊 池 博 史 西宇和郡伊方町九町１番耕地５５８番地

監 事 佐 竹 元 西宇和郡伊方町中浦甲９８番地

〃 渡 邉 宗 光 西宇和郡伊方町九町４番耕地７６１番地

〃 上 田 雄 一 西宇和郡伊方町仁田之浜４８番地

愛 媛 県 報平成２６年４月４日 第２５５９号

２９０
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�愛媛県告示第４２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 藤 嘉 一 西宇和郡伊方町大浜２７７番地

〃 堀 口 栄 作 西宇和郡伊方町中之浜５１８番地

〃 藤 堂 満 夫 西宇和郡伊方町河内９１５番地

〃 政 木 喜一郎 西宇和郡伊方町小中浦甲１６番地

〃 佐 竹 元 西宇和郡伊方町中浦甲９８番地

〃 大 星 政 人 西宇和郡伊方町川永田甲１０７１番地

〃 竹 内 一 則 西宇和郡伊方町豊之浦４７７番地２

〃 清 水 健次郎 西宇和郡伊方町亀浦１６９番地１

〃 田 淵 政 喜 西宇和郡伊方町九町１番耕地９５６番地

〃 大 林 茂 樹 西宇和郡伊方町九町１番耕地５２５番地

〃 山 本 睦 夫 西宇和郡伊方町二見甲８３９番地１

〃 池 田 六 郎 西宇和郡伊方町二見甲２１００番地

〃 三 浦 芳 郎 西宇和郡伊方町湊浦８８４番地４

監 事 赤家部 市 雄 西宇和郡伊方町小中浦甲７１番地

〃 渡 邉 宗 光 西宇和郡伊方町九町４番耕地７６１番地

〃 末 光 勝 幸 西宇和郡伊方町小中浦甲５９６番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川４２９２番２から

同町宇和川４３２１番２まで

旧 １１．２～１９．１ ０．０５４

新 １３．８～２０．４ ０．０５４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町伊方越１８６０番１地先から

同町伊方越１８６２番地先まで
平成２６年４月４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川４２９２番２から

同町宇和川４３２１番２まで
平成２６年４月４日

愛 媛 県 報平成２６年４月４日 第２５５９号

２９１
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�愛媛県告示第４３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町日野川１５６８番３から

同町日野川１５６６番２まで

旧 ５．９～１５．９ ０．１５１

新 １２．３～２１．９ ０．１５０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河辺小田線 大洲市河辺町川崎１５５９番２ 平成２６年４月４日

平成２６年４月４日 発行

愛 媛 県 報平成２６年４月４日 第２５５９号

２９２


